
令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

妥当性 Ａ
地域において市民自治組織が担うべき役割が増えてきて
おり、地域コミュニティを活性化する上からも必要です。

有効性 Ａ

当該事業により各地区におけるコミュニティ活動が活性化
していることから成果は得られています。市民自治組織の
活動が活性化しコミュニティ活動が推進されており、施策
目標の達成に寄与しています。

効率性 Ａ

多様な市民自治組織の運営に対する支援としては、助成
金の交付が必要であると考えます。複数の制度を統廃合
するための制度改正を行い、コスト縮減につなげていま
す。

妥当性 Ａ

中学校地区連絡協議会を設置・開催することで、地区内
市民自治組織相互の連絡調整、地域の枠を超えた広域
的な諸問題の協議や情報交換など広域的なコミュニティ
が推進されていることから、必要な事業です。

有効性 Ｂ
近年は、広域的な課題の抽出ができておらず、本事業の
目標に対する成果があがっていません。

効率性 Ｂ
中学校地区連絡協議会の主体性がない現状で、広域的
な課題等について協議を行う実態がありません。

妥当性 Ａ

区・自治会を通じた市民への市政情報の提供は市の広報
事業の一翼を担っており、市が実施すべき事業です。連
絡票等により地域の要望を的確に受け止めることにより、
社会情勢や市民ニ－ズの変化に対応しています。

有効性 Ｂ
市政に関する情報の伝達及び市民からの要望の伝達が
スム－ズに行われることにより、市民自治組織と市が緊密
に連携することができ、有効な事業です。

効率性 Ｂ
区・自治会加入率が低下している中で、情報伝達の効果
も同時に低下することが想定されるため、電子媒体を活用
する等の工夫の必要があります。

地区内市民自治組織
相互の連絡調整、地域
の枠を超えた広域的な
諸問題の協議や情報
交換など広域的なコミュ
ニティを推進することが
できる仕組みづくりを検
討します。

番号 事務事業名

区、自治会の掲示板に
おける掲示作業の負担
軽減等を行うため、新
規の設置は行わないこ
ととし、老朽化した掲示
板の有効性を精査して
いきます。また、回覧に
ついては、回覧の基準
により、回覧枚数を削
減して実施します。

市政に関する情報を
区・自治会に対して円
滑に共有することがで
きました。また区・自治
会からの要望等につい
て把握することができ
ました。

一部改善3 行政連絡事業
みんなで課
(自治振興課)

市民に各種の行政情
報を伝達し、市民の市
政に対する要望を的確
に受け止めることによ
り、市民自治組織と市
が緊密に連携し、市政
の健全な発展と住民福
祉が増進される。

毎月、第３水曜日に市
及び市の関係団体から
の連絡事項を、市内の
各市民自治組織にお
知らせするとともに、地
区からの要望事項を把
握し、その対応を行う。
また、行政連絡事業に
対する交付金を支給す
る。

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

2
地区連絡協議会
事業

みんなで課
(自治振興課)

中学校地区連絡協議
会を設置・開催すること
で、地区内市民自治組
織相互の連絡調整、地
域の枠を越えた広域的
な諸問題の協議や情
報交換など広域的なコ
ミュニティが推進され
る。

５つの中学校毎に、市
民自治組織の協議会を
開催する。通知及び要
望案件に対する回答の
取りまとめなど全般的
な事務を行う。

市民自治組織のコミュ
ニティ活動が活性化
し、住民福祉の増進を
促すことができました。
また自治会加入率の向
上のために、転入者に
対して自治会加入案内
の配布や市政だよりに
よる加入のお知らせ、
開発行為の際には事
業者に対し、入居者へ
の加入依頼のお願いな
どの取組を行いまし
た。

現行どおり1
市民自治組織運
営補助事業

みんなで課
(自治振興課)

市民自治組織の基本
的運営に係る経費及び
各種部会などの活動を
助成することにより、組
織の活動が活性化し、
コミュニティ活動が推進
される。

地域住民の交流が深
まり、うるおいと活力の
ある地域づくりが推進
され、住民福祉が向上
するように市民自治組
織への補助金を交付す
る。

区・自治会との連絡調
整を行い、各地区から
の諸問題について、検
討、対応を行いました。

担当部署 目的 事業概要

一部改善

市民自治組織の基本
的運営に係る経費等を
助成することにより、組
織の活動が活性化し、
コミュニティ活動を推進
します。
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具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、実施して
います。区・自治会の不動産登記での問題を解消するた
めの制度であることから、必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
各区・自治会からの相談に対応することにより、法人化に
向けた手続き、課題等が明確になり、成果は得られていま
す。

効率性 Ａ
人件費以外のコストはありません。効率的に相談等の対
応をしています。

妥当性 Ａ

市単独事業として、四街道市公の施設に係る指定管理者
の指定の手続等に関する条例、四街道市地区集会所建
設費等補助金交付要綱により実施しています。市民自治
組織等で所有している施設については、建設計画や修繕
計画等の相談に応じています。

有効性 Ａ

地域住民のコミュニティ活動の拠点となる施設を整備する
ことで、適正に維持管理ができ、市民相互の交流を行うこ
とができることから、成果は得られています。施設の老朽
化が進んでいることから大規模修繕や建て替えを計画的
に進めていくことが必要です。

効率性 Ａ
地域活動の拠点を整備するためには、現状の方法が最適
ですが、施設各々の状況や財政状況により適宜修正して
いく必要はあります。

妥当性 Ａ
ふるさとまつりを通じてふるさと意識が醸成されるため、必
要な事業です。

有効性 Ａ
ふるさとまつりの開催を通じて、ふるさと意識が醸成される
ことから、施策目標の達成に寄与しています。

効率性 Ｂ
持続可能なふるさとまつりを目指し、新しい「ふるさとまつ
り」の在り方について検討していく必要があります。

地域住民のコミュニティ
活動の拠点となる施設
を整備することで、市民
相互の交流、地域住民
のふれあい及びコミュ
ニティ活動を促進してい
きます。

新しい「ふるさとまつり」
の在り方について検討
し、市民のふるさと意識
の醸成を進めていきま
す。

6
ふるさとまつり事
業

みんなで課
(自治振興課)

ふるさとまつりの開催を
通じてふるさと意識が
高揚し、新しいまつりの
伝統が築かれている。

ふるさとづくりの一環と
して、老若男女が一堂
に集う、ふるさとまつり
を実行委員会とともに
開催する。

地域住民のふれあいと
コミュニティ活動の推進
ができました。
地区集会所建設費等
補助金の管理費を市民
自治組織助成金に統
合しました。

現行どおり5
コミュニティ施設
維持管理事業

みんなで課
(自治振興課)

地域住民のコミュニティ
活動の拠点となる地区
集会所・コミュニティ施
設を整備することで、施
設が適正に維持管理さ
れている。

地域活動の拠点となる
集会施設の整備、維持
管理に補助金を交付す
るとともに、市民相互に
交流するためのコミュ
ニティ施設の維持管理
を指定管理により行う。

まつりの開催により、市
民のふるさと四街道に
対する愛着を高めるこ
とができました。

一部改善

今後、地縁団体の認可
申請は増加していくこと
が見込まれることから、
地縁団体からの相談や
申請に対する認可を行
います。

4
地縁団体認可事
業

みんなで課
(自治振興課)

市民自治組織が、地方
自治法に基づき、市長
の認可を受けることに
より、法人格を取得し、
法律上の権利義務の
主体となることができる
とともに、その団体名
義で不動産登記を行う
ことができる。

市民自治組織からの地
縁団体認可申請に関
する事前相談を受ける
とともに、申請に対し審
査のうえ、認可をする。

区・自治会の認可地縁
団体申請に向けた相談
対応を行いました。

現行どおり
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具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ

住居表示に関する法律に基づき実施しています。住居表
示は、町をわかりやすくし、郵便物の誤配や緊急車両の
到着の遅れなどを防ぐことを目的とした制度であることか
ら、社会情勢や市民ニ－ズの変化に対応している事業で
す。

有効性 Ａ

町をわかりやすくし、郵便物の誤配や緊急車両の到着の
遅れなどを防ぐことを目的とした制度であり、住居表示番
号の決定数も目標を上回っていることから成果が得られ
ている事業であり、施策目標の達成に寄与しています。

効率性 Ａ
住居表示実施予定区域内で、実施要件が整い住居表示
が実施されればコストは増加します。

妥当性 Ａ
男女共同参画社会基本法第９条による事業であり、男女
共同参画社会の実現のために事業を継続する必要があり
ます。

有効性 Ａ
男女共同参画推進計画に基づく各種施策を総合的・体系
的に進めることで、施策目標の達成に寄与しています。

効率性 Ａ
フォーラムの開催や啓発活動は市民活動を主体とした運
営方法としており、これ以上のコスト縮減は見込めませ
ん。

妥当性 Ａ
市民が異なる文化の理解と認識を深め、国際感覚を養う
ために、市民団体である「四街道市国際交流協会」と協働
して、市が継続的に事業を実施する必要があります。

有効性 Ａ
若い世代に異文化理解を促し、国際感覚を養うために必
要です。

効率性 Ａ
事業を四街道市国際交流協会と協力して実施すること
で、リバモア市との調整等が円滑に行われています。

姉妹都市短期留学事
業の再開に向けて準備
を進め、１０月の受け入
れと３月の派遣を実施
します。

新型コロナウイルス感
染症の影響で、１０月
の受け入れと３月の派
遣を中止しました。

現行どおり9 国際交流事業
みんなで課
(政策推進課)

交換留学の実施によ
り、市民が異なる文化
の理解と認識を深め、
国際感覚を養うことが
できている。

四街道市国際交流協
会と連携し、姉妹都市
短期留学規程に基づ
き、短期交換留学事業
を行う。

法律に基づき住所を分
かり易く表示するため、
住居表示の実施及び整
備を進めます。

市の男女共同参画推
進計画に基づき、計画
に掲げる「めざす社会
のすがた」の実現に向
け、各種施策を継続的
に推進するとともに、
フォーラム事業を始めと
する市民等の自主的な
活動を支援します。

8
男女共同参画推
進事業

みんなで課
(政策推進課)

男女がお互いに人権を
尊重しつつ責任も分か
ち合い、個性と能力を
発揮することができる
社会の実現に向けた意
識づくりが推進される。

本市の男女共同参画
推進計画に基づき、男
女共同参画社会の形
成に向け、職員向け研
修会の開催、市民向け
講座の開催、男女共同
参画フォーラム実行委
員会の主催するフォー
ラム事業等の支援をす
る。

住居表示を実施するこ
とで、市街地の町名、
町境、住所がわかりや
すくなりました。
事務分掌の見直しを検
討しましたが、最終的
には現行どおりとなりま
した。

現行どおり7 住居表示事業
みんなで課
(自治振興課)

住所を分かり易く表示
するため、住居表示の
整備を進める。

住居表示の決定、住居
表示街区表示板の維
持管理、住居表示証明
書の発行などを行う。
また、住居表示審議会
の事務局となる。

本市の男女共同参画
推進計画に基づき、男
女共同参画社会の形
成に向け、職員向け研
修会の開催、市民向け
講座の開催、男女共同
参画フォーラム実行委
員会の主催するフォー
ラム事業等の支援を行
いました。

現行どおり
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具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
みんなが主役のまちづくりを進めるために、協働意識を醸
成する事業であり、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ

みんなで地域づくり推進委員会の開催により、提案事業
の適正性についてのチェック機能等が果たされており、ま
た、市民との連携協力を通した協働意識の醸成が進んで
います。

効率性 Ａ 助成金等の活用により、財源を確保しています。

妥当性 Ａ
市民や市民団体等が連携・協力して、地域課題等を解決
する取組をサポートする事業であり、継続して実施する必
要があります。

有効性 Ａ

「みんなで地域づくりセンター」の運営により、市民や市民
団体等が連携・協力して体制を築きやすくなることで、効
果的な市民活動につながり、総合計画等の施策目標の達
成にも寄与しています。

効率性 Ａ

「みんなで地域づくりセンター」を運営し、地域づくりコー
ディネーターを配置して地域課題等を解決する取組を支
援することにより、行政のみでは行き届かないきめ細やか
なサービスを提供できています。

妥当性 Ａ
市民や市民団体等に直接関わる事業であるため、市民の
ニーズ等を的確に捉え、本事業を通じた魅力的な地域づく
りの実践のために必要な事業です。

有効性 Ａ

市民団体等と市が連携・協力して、様々な公益性の高い
事業を展開することで、地域課題を解決し、魅力的な地域
づくりが行われ、総合計画の施策目標の達成にも寄与し
ています。

効率性 Ａ
プロジェクト型ふるさと寄附を充当することにより、基金か
らの繰入金が少額であり、市の負担がない状態です。

地域づくりに関する情
報の収集・発信・相談・
コーディネートを通じ、
地域課題等を解決する
取組を支援する「みん
なで地域づくりセン
ター」を運営します。

市民団体からの地域課
題等の解決につながる
事業提案について、み
んなで地域づくり推進
委員会での審査を経て
採択の決定を行いま
す。また、採択された事
業を実施する団体へ補
助金を交付します。

12 コラボ四街道事業
みんなで課
(政策推進課)

市民団体が自主的に、
または市と協力して事
業を実施することで、地
域課題等が解決される
とともに、開かれた魅
力ある地域づくりが実
践されている。

地域課題等の解決に
つながる、ＮＰＯ法人、
ボランティア団体、自治
会等のさまざまな団体
からの事業提案につい
て、みんなで地域づくり
推進委員会での審査を
経て採択の決定を行
う。また、採択された事
業を実施する団体へ補
助金を交付する。

コーディネーターを配置
して、地域課題への取
組をプロデュースすると
ともに、地域づくりを担
う主体の課題解決能力
の向上、団体同士の円
滑な連携に向けた支援
を行うため、地域づくり
の情報収集、整理、提
供及び関係者間での共
有をすることで、地域づ
くりを推進しました。

現行どおり11
みんなで地域づく
りセンター運営事
業

みんなで課
(政策推進課)

地域づくりの拠点が整
備・運営され、活動団
体などが交流・連携し、
効果的に市民活動が
行われている。

地域づくりの各分野に
おいて、情報の収集・
発信・相談・コーディ
ネートを通じ、市と市民
が協働して地域課題を
解決する取組をプロ
デュースする「みんなで
地域づくりセンター」を
運営する。

市民団体が自主的に、
または市と協力して事
業を実施することで、地
域課題等の解決に向
けた取組を行うととも
に、開かれた魅力ある
地域づくりに寄与しまし
た。

現行どおり

みんなで地域づくり推
進委員会を開催し、み
んなで地域づくり事業
提案制度（コラボ四街
道）のふりかえり、事業
審査等を実施します。

10
市民協働推進事
業

みんなで課
(政策推進課)

ＮＰＯ等の活動が活性
化し、ＮＰＯ等と本市が
一体となった協働意識
が醸成されている。

みんなで地域づくり指
針に基づき、市民参画
の進め方を工夫するこ
とによって、市民活動
の主体と協力して、本
市の事業を効果的に行
う。

みんなで地域づくり推
進委員会を開催するこ
とで、「みんなで地域づ
くり」の積極的な推進を
行うことができました。
また、コミュニティ助成
事業を活用した、「親子
ドローンワークショップ」
を開催し、魅力ある地
域づくりに寄与しまし
た。

現行どおり
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
四街道の地域の魅力を写真、画像、作品等を通して再発
見し、市内外に発信する事業であるため、継続して実施す
る必要があります。

有効性 Ａ
本事業を通じて、市の魅力を発信し、新たな地域連携等
により、地域活動の活性化に寄与しました。

効率性 Ａ
取材後、写真等をＳＮＳへタイムリーに掲載しています。ま
た、まちの記憶発行に向けて原作者とスケジュール通り調
整をしており、現状の方法に問題はありません。

妥当性 Ａ

再犯防止推進法第２４条に規定されています。また、保護
司会は、保護司法第１７条に規定されています。更生保護
女性会は、犯罪者・非行少年の更生に協力することを目
的とする女性のボランティア団体です。

有効性 Ａ
保護司・更生保護女性会とも犯罪者の更生や、犯罪予防
の啓発活動を行っており、その活動支援は再犯防止の推
進と、犯罪のない明るい社会づくりの一助となっています。

効率性 Ａ
保護司会には財政的支援を行っていますが、更生保護女
性会については市から財政的支援を行っておらず、保護
司会外からの支援で運営されています。

妥当性 Ａ

人権擁護委員法・人権教育及び人権啓発の推進に関する
法律によって活動しています。各法務局管内の市町村か
ら選出している人権擁護委員が在籍している協議会への
負担金拠出により活動支援を行っています。

有効性 Ａ
市民ニーズが高まる中で、相談事業・啓発事業を実施す
る効果は高く、安心で安全なまちづくりにおける地域福祉
としてはなくてはならない事業です。

効率性 Ａ
経費については、佐倉人権擁護委員協議会からの啓発物
品配布など市の負担のない事業実施も取り入れていま
す。

人権擁護委員と連携
し、人権啓発活動を推
進します。

相談事業の実施によ
り、相談者の問題解決
の一助となりました。ま
た、各種啓発事業の実
施により、人権意識の
向上につなげることが
できました。

現行どおり15 人権擁護事業
みんなで課
(社会福祉課)

人権擁護委員活動を支
援することにより、市民
が抱える人権問題への
スムーズな対応が行わ
れる。

人権擁護委員と連携
し、各種人権啓発活動
を行う。また、佐倉人権
擁護委員協議会等に
負担金を支出すること
により市域を超えた人
権啓発の推進に取り組
んでいる。

地域活動をはじめ、市
民団体や風景など地域
の魅力を伝えるコンテ
ンツを、市インスタグラ
ムなどを利用し、写真
や文章等で発信しま
す。

再犯防止の推進に向
け、保護司会・更生保
護女性会が円滑な運営
を行い、より良い活動
ができるよう支援してい
きます。

14 更生保護事業
みんなで課
(社会福祉課)

保護司活動の円滑な
運営、更生保護女性会
の円滑な運営、犯罪の
無い明るい社会づくり
が行われる。

佐倉地区保護司会の
意見を聴取し、保護司
候補者を千葉保護観察
所長に内申する事務、
佐倉地区保護司会へ
の助成金支出及び保
護司法に基づく職務遂
行のための支援事務、
更生保護女性会運営
支援事務、講演と映画
の集いの開催・市内広
報巡回及び啓発物品
の配布などを行う。

地域の魅力を伝えるイ
ベントの紹介等、市イン
スタグラムを利用した
写真画像等で発信しま
した。また、市ホーム
ページ・Facebookを利
用し、市内在住の画家
による市内の風景を描
いた色鉛筆画「まちの
記憶」の紹介を行いま
した。

現行どおり13
まち撮り四街道事
業

みんなで課
(政策推進課)

四街道の地域の魅力を
写真、画像、作品等を
通して再発見する。

地域で活躍している市
民活動団体等を、市内
外に広く紹介して応援
する。また、本市の地
域資源となる魅力ある
風景等を、写真に撮り
市内外に発信する。

保護司会・更生保護女
性会の円滑な運営のた
めの支援、社会を明る
くする運動強調月間に
おける啓発活動などを
行いました。

現行どおり
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番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
安全で犯罪のない社会の実現のため、関係機関や地域
の住民等と協力した安全・防犯対策を実施する必要があ
ります。

有効性 Ａ

安全安心ステーション及び防犯ボックスが活動の拠点施
設として設置されていることで、自主防犯組織や青パト隊
の市内での防犯活動が活発になり、地域の安全確保に寄
与しています。

効率性 Ａ
自動販売機の設置により、自主財源を確保し、コスト削減
をしています。

妥当性 Ａ
交通安全教室の開催や注意喚起看板の設置、交通安全
施設の設置要望等は、交通事故を未然に防ぐためには、
必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
市内において交通死亡事故が発生しており、継続して行う
必要性があります。

効率性 Ａ
交通安全教室の実施内容の見直しを行い、近年増えてい
る小規模保育園等でも交通安全教室が実施可能となりま
した。

妥当性 Ａ
地域防犯の意識向上と歩行者等の通行面での安全性の
確保のためにも、必要不可欠な事業です。

有効性 Ａ
防犯灯の新設・修繕により、市内における犯罪の抑止に
なり、安全安心な街づくりにつながっています。

効率性 Ａ
ＬＥＤ灯に転換したことにより、従来より長寿命・省電力の
防犯灯になり、電気代や修繕のコストダウンにつながって
います。

自治会等の要望から、
防犯灯の設置が必要と
判断した場合は、予算
の範囲内で対応してい
きます。また、市民等か
らの連絡により防犯灯
の修繕を行っていきま
す。

防犯灯の新設修繕及
び維持管理を行い、夜
間通行の安全が確保さ
れました。

現行どおり18
防犯灯維持管理
事業

くらし安全交通
課
(自治振興課)

防犯灯の新設改修及
び維持管理により地域
防犯力の向上と夜間の
安全が確保されてい
る。

各区、自治会等からの
要望に基づき防犯灯の
新設及び既存防犯灯
の改修を行う。また、市
民等からの連絡により
修繕を行う。

市内の各教育機関等
の交通安全教育を行
い、市民の交通安全意
識を高揚させました。

現行どおり

安全安心ステーション
を中核とした、防犯体制
を確立し、市、市民、関
連団体が一体となっ
て、犯罪防止に取り組
むことにより、地域防犯
力の向上を推進しま
す。

交通安全対策基本法に
基づき、日々変化して
いく交通安全情勢に対
応していきます。

17
交通安全対策事
業

くらし安全交通
課
(自治振興課)

市民が、交通事故から
身を守る知識を習得
し、交通事故の防止の
ための交通安全施設
が設置され、快適で安
全な市民生活を送って
いる。

安全なまちの実現に向
け、交通安全教室の実
施等により、交通安全
に対する市民意識を高
揚させるとともに、県警
に対する交通安全施設
等（信号機・横断歩道）
の設置要望、地域にお
ける交通安全活動の推
進を行う団体への補助
金交付を行う。

安全安心ステーション
を中心に、各地域の自
主防犯組織・団体等の
活動により、地域の防
犯意識が向上されまし
た。

現行どおり16 防犯対策事業
くらし安全交通
課
(自治振興課)

青色回転灯付防犯パト
ロール車によるパト
ロール活動、自主防犯
組織及び自治会による
各種防犯活動に対する
支援・助成をすること
で、市内の犯罪が抑制
されている。

市民が安全で安心して
暮らせる街づくりに向
け、安全安心ステー
ションを中核とした自主
防犯体制を強化・拡大
し、市民・事業者、学生
等の自主防犯活動の
活性化を行う。また、防
犯協会への財政支援、
青色回転灯付防犯パト
ロール車の貸出などの
支援、自治会等の防犯
対策に対する助成、防
犯カメラの適正な維持
管理を行い、安全・安
心な環境を構築する。
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番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
消費生活に関する様々な知識を提供するため、必要な事
業です。

有効性 Ａ
消費教育を行うことにより、賢い消費者を育成し、詐欺や
悪徳商法などの被害防止に貢献しています。

効率性 Ａ
消費者の要望を考慮した講座計画等により、効率的な事
業実施を行っています。

妥当性 Ａ

消費生活に関するトラブルは多種多様であり、かつ複雑
化しています。今後もトラブル解決に向けて、消費生活セ
ンターの機能を強化・充実していくことにより、消費者の保
護を行っていく必要があります。

有効性 Ａ
消費生活に関するトラブルの相談に対し、適切な助言をす
ることで解決に繋がっています。

効率性 Ａ
有資格消費生活相談員を配置することにより、効率的な
事業実施を行っています。

妥当性 Ａ
公共交通の確保・維持・充実をさせるため、交通事業者に
対し、調整・協議・要望活動を実施する必要があります。

有効性 Ａ
交通事業者に対し、調整・協議・要望活動を実施していま
す。また、地域の活性化も踏まえた視点から、さらなる交
通手段の導入検討を行う必要があります。

効率性 Ａ
交通事業者に対し、調整・協議・要望活動を行っており、
必要に応じて地域公共交通会議を開催し、協議等を行っ
ています。

地域の実情やニーズに
あった地域公共交通に
ついて協議・検討を行
う地域公共交通会議の
開催や交通事業者・関
係事業者との調整を行
う。併せて、公共交通
空白地域の解消に向
け、新たな公共交通シ
ステムを構築する。

消費生活センターに消
費生活相談員を配置し
て、契約上のトラブル
や消費生活に関する相
談に対応し、安全な消
費生活を推進できまし
た。

現行どおり20 消費者保護事業
くらし安全交通
課
(産業振興課)

消費生活に関する相談
等を行うことにより、一
般消費者の利益が保
護されている。

消費生活上の被害を未
然に防止する啓発活動
を行うとともに、多様化
する消費生活相談に対
するアドバイスや、和解
の仲介を行う消費生活
センターを運営する。

交通施策を円滑に推進
するため、地域公共交
通会議条例の改正を行
い、バス事業者等との
協議・調整及び国・県
並びに東日本旅客鉄
道株式会社・バス事業
者への要望活動を行い
ました。

現行どおり

消費生活講座や子ども
向けの消費者教室を継
続して開催し、消費生
活展においても啓発資
料を配布します。

19
消費者教育推進
事業

くらし安全交通
課
(産業振興課)

消費者団体への支援を
行うことなどにより、自
立した賢い消費者が育
成されている。

消費生活に必要な情報
や知識を提供するた
め、各方面の専門家な
どを招き、講座・イベン
トの開催、消費生活
展、啓発資料の広報な
どをとおして、消費者啓
発を行う。

市民の消費生活の安
定と向上につながりま
した。

現行どおり

相談員の資質向上を行
い、電話及び来所の相
談を受け付けていきま
す。

地域の実情に応じた地
域公共交通について協
議するため、地域公共
交通会議等を開催し、
地域公共交通計画を策
定します。また、交通事
業者と利便性向上に向
けた協議等を行いま
す。

21
交通計画推進事
業

くらし安全交通
課
(政策推進課)

市民の利便性向上に
向け、公共交通の維
持・充実に向け取り組
む。また、交通事業者
が市民の要望を把握す
ることにより、その内容
を踏まえた事業を行う。
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事業の
方向性
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令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
民間路線バスが通っていない地域の公共交通として、バ
ス事業者に補助を行うことで維持している路線であるた
め、公共交通として事業は継続する必要があります。

有効性 Ｂ 効率的な運行ルート等の検討を行う必要があります。

効率性 Ｂ
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用者が減少し
たため、補助金額が増大しましたが、補助金の縮減に向
けて検討を行う必要があります。

妥当性 Ａ
吉岡・鷹の台地域住民の移動手段、総合公園へのアクセ
ス手段、また、吉岡小学校児童、旭中学校生徒の通学手
段を確保する上で、事業は継続する必要があります。

有効性 Ａ
吉岡・鷹の台地域及び小・中学生の通学に必要な公共交
通を確保しています。

効率性 Ａ
路線バス運行維持のための市負担としては必要最小限に
抑えています。今後も利用者の状況を踏まえ、効率的な
事業の推進を検討します。

妥当性 Ａ
公共交通を確保・維持するため、回転広場の管理は継続
する必要があります。

有効性 Ａ
回転広場の管理により、公共交通を確保・維持していま
す。

効率性 Ａ
必要最小限の負担にとどめながら、回転広場の管理を適
切に行っています。

回転広場の管理によ
り、バス運行を確保・維
持します。

市民の利便性向上、交
通不便地域を解消する
ため、市内循環バス
「ヨッピィ」を運行するバ
ス事業者に対して、補
助金交付による支援を
行います。また、時刻表
配布等のＰＲによる利
用促進を行います。
（事業名をコミュニティ
バス運行事業に変更）

24
バス回転広場整
備・管理事業

くらし安全交通
課
(政策推進課)

バス事業者が安定した
バス運行をする。

安定したバスの運行を
確保するため、バスが
回転できる広場を整
備・管理する。

亀崎地区のバス回転
広場の適切な維持管
理により、亀崎地区の
バス運行が可能とな
り、地域住民の交通利
便性を確保することが
できました。

現行どおり

市民の利便性の向上、
地域住民の日常生活
及び小・中学生の通学
に必要なバス路線を維
持するため、吉岡線を
運行するバス事業者に
対して、運行経費の一
部補助による支援を行
います。

23
生活交通路線維
持事業

くらし安全交通
課
(政策推進課)

市民の利便性の向上、
地域住民の日常生活
及び小・中学生の通学
などを含めた利用者に
対する安定したバス路
線を維持する。

吉岡線を運行するバス
事業者に対して、補助
金交付による支援を行
う。

円滑な市内循環バス
「ヨッピィ」の運行によ
り、地域住民の交通利
便性を確保しました。ま
た、市内循環バス「ヨッ
ピィ」を運行するバス事
業者に対し、運行経費
から運賃収入を控除し
た額の補助を行い、時
刻表配布等のＰＲによ
る利用促進を行いまし
た。

一部改善22
市内循環バス運
行事業

くらし安全交通
課
(政策推進課)

安定した市内循環バス
運行が確保され、市民
の利便性の向上、交通
不便地域の解消、高齢
者・障害者などを含め
た利用者の外出機会を
増やす。

市民の利便性向上、交
通不便地域の解消をす
るため、市内循環バス
「ヨッピィ」を運行するバ
ス事業者に対して、補
助金交付による支援を
行うとともに、運行内容
の見直しや時刻表配布
等のＰＲにより、利用を
促進する。

吉岡線を運行するバス
事業者に対し、運行経
費の一部補助を行いま
した。運行経費の一部
補助により、路線バス
の運行を維持し、地域
住民の交通利便性を確
保しました。

現行どおり
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
民間路線バスが減少している地域について路線バス維持
のために、補完する必要があります。

有効性 Ａ 千代田地区に必要な公共交通を確保しています。

効率性 Ａ
運行のための負担を最小限に抑えています。今後も利用
者の状況を踏まえ、効率的な事業の推進を検討します。

妥当性 Ａ
公共交通事業を維持する観点から、物価高騰の影響で経
営に大きな打撃を受けている公共交通事業者を支援する
必要があります。

有効性 Ａ
市内公共交通は、燃料高騰等に起因する経費が増加して
いるものの、適切な運行を維持することができています。

効率性 Ａ
事業者の規模に応じ、効率的に支援を行うことができまし
た。

妥当性 Ａ
四街道市農業近代化利子補給条例規定により利子補給
を行っています。

有効性 Ａ
農業制度資金が適正かつ円滑に融資されることで、本制
度を利用する農業者等の経営が安定します。

効率性 Ａ
市だけでなく、国や県も利子補給していますが、本制度を
利用する農業者も応分の負担はしています。

物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付
金を活用したr令和５年
度単年度事業であり、
公共交通事業者への
支援ができたため、事
業が完了しました。

グリーンスローモビリ
ティを活用した実証実
験を、引き続き千代田
地区において行いま
す。また、会員向けアン
ケートを実施し、運行内
容等を自治会等と協議
します。

農業制度資金を利用し
た農業者及び農業団体
に対し、利子補給を実
施します。

27
地域農業振興特
別融資制度推進
事業

産業振興課

農業制度資金が適正
かつ円滑に融資運営さ
れるとともに農業者の
経営が安定している。

農業制度資金を利用し
た農業者及び農業団
体に対し利子補給を実
施する。地域農業振興
特別融資制度推進会
議を運営する。

実績はありませんでし
た。

現行どおり

26

物価高騰対策地
域公共交通事業
者支援事業
（新規事業）

くらし安全交通
課
(政策推進課)

新型コロナウイルス感
染症の拡大等を背景
に、公共交通利用者の
減少が深刻化している
状況下に加え 、燃料高
騰等に起因する経費増
で更なる負担が強いら
れている公共交通事業
者を支援する。

バス事業者及びタク
シー事業者等に対し、
事業の維持・継続の支
援のため、支援金を交
付する。

路線バスへの補完及び
地域コミュニティ増進等
を目的にグリーンス
ローモビリティを活用し
た実証実験を行いまし
た。また、会員向けアン
ケートを行い、その結
果を踏まえ、運行を継
続しました。

現行どおり

物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付
金事業を活用し、バス
事業者及びタクシー事
業者に対し、支援金を
交付し、運行の維持・
継続につなげることが
できました。

完了

25
グリーンスローモ
ビリティ推進事業

くらし安全交通
課
(政策推進課)

グリーンスローモビリ
ティを活用した乗合交
通による運行につい
て、千代田地区におけ
る地域公共交通の課
題解決のため、路線バ
スへの補完を主目的と
し、併せて地域のコミュ
ニティ増進等への効果
も検証する。

千代田地区にてグリー
ンスローモビリティを活
用し、実証実験を行う。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ

有害鳥獣捕獲事業は鳥獣保護法に基づき実践していま
す。また、近年の有害鳥獣による各種被害が増加傾向に
あり、市民や農作物等への被害防止の観点から本事業を
継続することは必要です。

有効性 Ａ
目標とする有害鳥獣捕獲数を達成できませんでしたが、こ
れからも継続して捕獲を行うことにより、農作物等の被害
防止をしていきます。

効率性 Ａ
鳥獣捕獲数は銃器による鳥類の捕獲が年2回により大幅
な増加は期待できませんが、限られた予算の中で効果的
な捕獲を行っていきます。

妥当性 Ａ
市民農園を運営することで、農業に対する理解を深める
一助になっております。

有効性 Ａ
市民の農業に対する理解を深めるには、市民農園の運営
は有効です。

効率性 Ａ
市民農園の管理を土地所有者に委託することで、農園管
理が効率的に行われています。

妥当性 Ａ
主食用米の価格下落を防ぐには、国策であるコメの転作
事業（経営所得安定対策事業）を推進する必要がありま
す。

有効性 Ａ

各農家における水稲の作付面積が小さく、自家消費のた
めに米を栽培している農家がほとんどですが、一部の農
家では主食用米から飼料用米等への転換が進んでいま
す。

効率性 Ａ

水稲の作付面積が１ｈａ未満の農家が多い本市では、効
率的かつ効果的な農作業は難しいですが、規模を拡大す
る農家への農用地集積が進むことで、作業効率は上がり
ます。また、国主導で転作事業を推進していることから、
国補助は今後も期待できます。

市政だよりや市ホーム
ページ等の広報を活用
して積極的にPRし新た
な利用者を開拓すると
ともに、利用区画数の
見直しを検討します。

飼料用米等の主食用
米以外の作付を行う農
家に対し、補助金の交
付を行いました。また、
水田の管理や転作の
配分の際に利用する耕
作台帳システムについ
て、適切に管理・運営
を行いました。

現行どおり

飼料用米や米粉用米
等の主食用米以外の
作付けを行う農家等に
対し、国の経営所得安
定対策等事業やその他
の補助事業により支援
します。

30
水田農業振興事
業

産業振興課

売れる米づくりを基本と
して、消費者、市場重
視の米づくりにより、農
業経営が安定し、生産
調整が円滑に行われて
いる。

水田の転作現地確認
及び奨励補助金を交
付、経営所得安定対策
等事業、土地改良水田
維持に対する補助を行
う。

農林業に関する調査、
研究、研修及び啓発な
どの事業に対し、各農
業団体等への補助金
等を交付します。また、
農作物の生産性向上
のため水稲病害虫防除
や有害鳥獣捕獲を行い
ます。

28
農産物生産等支
援育成事業

産業振興課

農産物の生産性が向
上し、経営が安定し、
農政に関する情報提供
や地区・地域の連絡調
整ができる。また、農産
物生産団体の事業の
円滑化と組織が強化さ
れている。

農林業に関する調査、
研究、研修及び啓発な
どの事業に対し、各農
業団体等への補助金
等を交付する。また、農
作物の生産性向上の
ため水稲病害虫防除
や有害鳥獣捕獲を行
う。

有害鳥獣捕獲事業で
は、鳥類については目
標数に届かないもの
の、小型獣類について
は目標を達成し、農産
物の被害防止に一定
の効果がありました。

現行どおり

希望する市民に市民農
園を貸し出すことによ
り、市民の農業への理
解を深める一助としま
した。また、市民農園の
管理を土地所有者に委
託することで農園管理
を効率的に行いまし
た。

現行どおり29 市民農園事業 産業振興課

市民が野菜などの栽培
を通じて自然にふれあ
うとともにレクリエーショ
ンの場として、農業へ
の理解を深められ、環
境が保全されている。

野菜などの栽培を通じ
て自然にふれあうこと
ができるレクリエーショ
ンの場として、また、農
業への理解を深める機
会として市内３か所の
市民農園の貸出しを行
う。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域
からの除外手続きや農用地区域証明、同区域外の確認
事務は必要です。

有効性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域
からの除外手続きや農用地区域証明、同区域外の確認
事務を適切に行っています。

効率性 Ａ
農用地区域からの除外手続きや農用地区域証明、同区
域外の確認事務については、業者等からの依頼等に基づ
き対応しています。

妥当性 Ａ
新たな担い手を育成し、市の農業を持続させるため、事業
の推進は必要です。

有効性 Ａ
新規で農業を開拓した認定新規就農者に補助を行うこと
は、市の農業発展・新たな担い手の育成という観点から有
効です。

効率性 Ａ
認定新規就農者に対し、国の事業である経営開始資金の
交付を行い、営農定着・生活の安定に寄与しています。

妥当性 Ａ
畜産農家の育成や経営の安定化のためには、畜産農家
や関係団体への支援は必須です。

有効性 Ａ
家畜伝染病の予防接種や畜舎消毒への支援により、畜産
農家の経営安定化や畜産物等の安定供給に繋がってい
ます。

効率性 Ａ
国、県、畜産団体等が実施する各種事業の動向を注視し
ながら、効率的かつ効果的に事業を実施しています。

家畜伝染病に関する補
助を行うとともに、畜産
事業等に対し支援を行
います。

33 畜産支援事業 産業振興課
生産者の経営の安定
化及び畜産物の安全
性が確保されている。

畜産に関する調査、研
究、研修及び啓発など
の事業に対し、畜産団
体に補助金を交付する
とともに、伝染病の発
生予防及び蔓延防止
の対策を実施する。

家畜伝染病の予防接
種と継続的な畜舎消毒
の実施による、家畜伝
染病の発生を防ぐこと
ができました。

現行どおり

交付対象者の交付期
間が満了のため、実績
はありませんでした。

現行どおり32 農業活性化事業 産業振興課
新規就農者が、就農後
に経営が安定して農業
を続けられている。

次世代を担う農業者と
なることを志向する者
に対し、就農後の営農
定着を支援するため、
資金等を交付する。

農業振興地域整備計
画に基づき、農用地区
域からの除外手続きや
農用地区域証明、同区
域外の確認事務を適切
に行いました。

現行どおり

農業振興地域の整備に
関する法律に基づき、
農用地区域からの除外
手続きや農用地区域証
明、同区域外の確認事
務を適切に行います。

就農直後の課題である
所得の確保に対し、経
営開始資金の交付を行
い経営の安定化を目指
します。

31
農業振興地域整
備計画事業

産業振興課

農業振興地域整備計
画に基づき、優良農地
の整備と保全がなさ
れ、生産基盤の整備が
進められ、生産性の高
い農業が確立されてい
る。

優良農地の整備・保全
等、農業振興のため、
農業振興地域整備計
画を策定する。また、農
業振興地域の整備に
関する法律に基づき、
農用地区域からの除外
手続きや農用地区域証
明、農用地区域外確認
を発行する。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
効率的かつ安定した農業経営を営む農業者等を育成する
ため、事業の推進は必要です。

有効性 Ａ
認定農業者は、国の補助制度を活用でき、施設や機械の
整備や資金面で優遇されることから、認定農業者の育成
を推進することは有効です。

効率性 Ａ
経営改善・効率化に意欲のある農業者を認定農業者に誘
導することにより、農業経営の改善を行っています。

妥当性 Ａ
農作業の安全や効率化を目指すためには、継続して農道
舗装や砕石の配布を実施する必要があります。

有効性 Ａ
農道を舗装することにより、農作業時の安全や効率化に
つながります。

効率性 Ａ
整備が必要な農道を順位付けし、予算配分をすることで
効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
良好な農村環境の維持のためには、地域農業者が協力し
て実施している活動への支援は必須です。

有効性 Ａ 事業実施により農村機能が適切に維持されています。

効率性 Ａ
国の事業である多面的機能支払交付金を効果的に活用
しています。

現行どおり

国制度の多面的機能
支払交付金事業及び
環境保全型農業直接
支援対策事業交付事
務、耕作放棄地対策事
業として補助金の交付
事務を行う。

農家組合等からの要望
により、未舗装の農道
や軟弱・劣化した農道
の舗装・補修を行いま
した。

現行どおり35 農道整備事業 産業振興課
農作業の効率が向上し
ている。

農家組合等からの要望
により、未舗装軟弱道
路の農道舗装の実施
や表面の荒れた砂利
農道に農道整備用砕
石を配布する。

農業用排水路、農道等
の草刈や泥上げ等の
活動の実施団体に対し
て多面的機能支払交
付金を交付しました。

経営改善・効率化に意
欲のある農業者を認定
するとともに、認定農業
者に認定農業者推進事
業補助金を交付し、農
業経営の改善に必要な
機械・施設設備の導入
を支援します。また、営
農意欲のある新規就農
者を認定新規就農者に
誘導し、認定新規就農
者支援事業補助金を交
付し、営農定着に必要
な経費の支援を行いま
す。

各農家組合等からの要
望により、未舗装の農
道や軟弱、劣化した農
道の舗装・補修を行い
ます。

多面的機能支払交付
金事業及び環境保全型
農業直接支払交付金
の交付事務を行いま
す。

36
農地保全管理事
業

産業振興課

高齢化、混住化の進行
で集落機能が低下し農
地の保全管理が困難と
なっているため、地域ぐ
るみでの農地の保全管
理や耕作放棄地拡大
抑制の事業を行い良好
な農地が保全されてい
る。

経営改善・効率化に意
欲のある農業者等が作
成した農業経営改善計
画について、再認定２
件、新規認定１件をそ
れぞれ認定しました。

現行どおり34
農業経営基盤強
化促進事業

産業振興課

農用地の利用集積によ
り、営農意欲の高い農
業者の農業経営が効
率化され、規模が拡大
されている。

農業者から提出され
る、安定的な農業経営
の基礎となる農業経営
改善計画を審査し、認
定農業者の認定を行
う。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
水源涵養機能や土砂の流出防止など、森林の持つ多面
的機能を発揮させるために森林整備事業は必要です。

有効性 Ａ

森林整備事業の実施により、森林の荒廃化防止に繋がっ
ています。また、緑の募金については、募金活動を実施す
ることは市民に対し緑化推進活動の啓発を行うのに有効
です。

効率性 Ａ

現場を熟知する森林等所有者が、森林整備事業を実施す
ることで森林が適切に整備・保全されます。また、緑の募
金は区・自治会で取りまとめをしてもらうことにより、効率
的に募金を集めています。

妥当性 Ａ
四街道市樹木・樹林保存要綱に基づき、市が選定した保
存樹木、樹林について、管理者に適切に管理してもらう必
要があります。

有効性 Ａ
市が保存樹木・樹林を指定することにより、安易な伐採の
防止や保存価値の高いものは、希少な樹種等の保存・管
理が適切に行われます。

効率性 Ａ
保存樹木・樹林の管理助成金は平成２７年度に廃止しま
したが、その後も管理者によって適切に管理されていま
す。

妥当性 Ａ
健全な食生活を実践するため、食育による基礎的な知識
を身に着けることで、生産者の作物の安全性などへ関心
を深めるため必要です。

有効性 Ａ 各担当部署で食育に関する各種施策が共有できます。

効率性 Ａ
今後も食育推進計画に沿って、各担当部署と各種施策に
取り組んでいます。

植林・下刈・枝打・間伐
の作業を行う森林所有
者に対して補助金を交
付し、市内民有林の森
林整備を促進します。

現在指定している保存
樹木、樹林を適正に管
理するよう管理者と連
携します。

食育推進計画に基づい
た各種施策を、各担当
部署で取り組みまし
た。また、食育推進計
画の見直しを行いまし
た。

現行どおり39 食育推進事業 産業振興課

食育に関わる関係者が
一体的に食育の普及・
啓発を行い、食育活動
が充実している。

近年、食生活をめぐる
環境の変化に伴い、市
民が生涯にわたって健
全な心身を培い、豊か
な人間性を育むための
食育を推進することが
喫緊の課題となってい
ることから、食育に関す
る施策や事業を推進す
る。

食育推進計画に基づい
た各種施策を各担当部
署において取り組みま
す。

38
保存樹木樹林等
保存選定事業

産業振興課

保存価値の高いもの、
樹種が稀なものの樹木
を保存、管理することに
より、緑化が保全され
ている。

四街道市樹木・樹林等
保存要綱に基づき、保
存樹木等の選定を行
う。

植林・下刈・枝打・間伐
の作業を行った森林所
有者に対して、森林整
備事業補助金の交付を
行いました。緑の募金
については、募金活動
により市内における緑
化推進活動の啓発を行
いました。

現行どおり37 林業振興事業 産業振興課

森林整備を計画的に実
施することや適正な指
導による森林の保全な
どを行うことで、適切な
林業経営、災害などの
被害防止、緑豊かな生
活環境が保たれてい
る。

森林整備事業への補
助金事務、伐採届の受
理、小規模林地開発行
為に伴う意見書の提
出、緑の募金運動を実
施する。

現存している保存樹
木・樹林について、相
談等のあった管理者に
適切に対応しました。

現行どおり
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
森林所有者の高齢化により、森林を整備する担い手が不
足する中、市民を森林保全ボランティアとして養成するこ
とは森林の荒廃化を防止する上で必要です。

有効性 Ａ
水源涵養機能や土砂の流出防止など、森林の持つ多面
的機能を発揮させるために、森林保全ボランティアを活用
した森林整備は有効です。

効率性 Ａ
森林保全ボランティアが、高齢化した土地所有者に代わっ
て森林整備に従事することで、作業効率の向上が期待で
きます。

妥当性 Ａ
大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に配慮
するためには、審議会を通して様々な市民意見を集約す
る必要があります。

有効性 Ａ
審議会を通じて、様々な市民意見を集約することにより、
大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に配慮
します。

効率性 Ａ
市民意見を集約するにあたり、学識経験者や公募による
市民などにより構成されている審議会を通じて、効率的に
実施しています。

妥当性 Ａ
中小企業の育成振興を行うため、市が関与すべき事業で
す。

有効性 Ａ

制度を利用したい事業者に向け、国・県及び他市町村が
実施する融資制度の動向に注視しながら、利用しやすい
制度に改善することで、中小企業等の経営安定化、事業
拡大等につながっています。

効率性 Ａ
利用者は国、県及び市で実施する融資制度から、どの制
度を利用できるかを選択することができることから、国、県
の制度と連携し、効果的に実施しています。

41
商工業振興促進
事業

産業振興課
商工業の振興を促進す
ることで、地域経済が
活性化されている。

大規模小売店舗立地
法や中心市街地の活
性化に関する事項、商
工近代化及び開発促
進に関する事項の諮問
を行う附属機関の運営
を行う。

利用者の円滑な資金
調達を実現し、経営安
定化及び事業拡大等
に寄与しました。

現行どおり

中小企業者等に対する
資金の貸付を円滑にす
るため、貸付金融機関
にその資金源を預託し
ます。また、融資申込
者に対する経営の診断
を中小企業経営診断顧
問に委託します。

42
中小企業資金融
資事業

産業振興課

融資及びその借入によ
り生じる利子に対し支
援を講じることで、中小
企業の育成を振興して
いる。

中小企業の育成と振興
のため、中小企業者へ
の資金融資及びその
利子補給を行う。

大規模小売店舗の届
け出がなく、商工開発
促進審議会を開催しま
せんでした。

現行どおり

森林の管理に必要な基
礎的知識の習得と、
チェーンソー等の機械
の操作実習を行う森林
保全ボランティア養成
講座を開催しました。

現行どおり

森林の管理に必要な基
礎的知識の習得のため
の講義と、チェーンソー
等の機械の操作実習を
行う養成講座を開催
し、森林整備の担い手
となる森林保全ボラン
ティアを養成します。

大規模小売店舗の届
出により、商工開発促
進審議会を開催し、大
規模小売店舗出店等に
係る周辺環境への影響
等について意見を集約
します。

40
森林保全ボラン
ティア養成事業

産業振興課

森林所有者とともに森
づくりをサポートする森
林保全ボランティアを
養成するため、森林保
全ボランティア養成講
座を開催する。

枝打ちや間伐など、森
林の管理に必要な基礎
的知識習得のための
講義と、刈り払い機や
チェーンソー等の操作
実習を行う。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
農業や製造業、小売業など異業種交流の場として、また
消費者が市内産業の発展状況を知ることができる場とし
て、市内産業の活性化のために必要な事業です。

有効性 Ａ

市内の事業者や団体が一同に会する場を設けることで、
消費者にとっては市内産業の発展状況について知ること
ができました。また、農商工業者にとっては異業種交流の
場として、市内産業を盛り上げていく機運を高めるものと
なっており、相互理解が深まっています。

効率性 Ａ
協賛金の新規獲得など歳入増にも着手し、必要最低限の
経費支出で事業を開催することで、補助金額等に事業を
左右されないように経費削減を行っていきます。

妥当性 Ａ
地域の商工業振興や地域の経済活動の維持、向上を目
指すため必要な事業です。

有効性 Ａ
各種商工団体の活動に対して補助金を交付することによ
り、安定した団体活動や地域と団体との交流が生まれ、商
工振興に繋がっています。

効率性 Ａ
補助率を設定するなど、自主性や自立性を促進すること
により、効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
市の顔ともいえる中心市街地の衰退は、市全体のイメー
ジを損なうものであり、市が関与すべき事業です。

有効性 Ａ
市内にある空き店舗等が減少するように補助制度を活用
してもらうことで賑わい等を創出し中心市街地の活性化及
び地域活性化に繋がっています。

効率性 Ａ
市内にある空き店舗等が解消できるよう利用しやすい補
助制度を設けるとともに、市政だよりなどにより周知をし、
効果的に事業を促進しています。

商工業を活性化させる
ため、各種商工団体に
対して支援を行います。

中心市街地を活性化さ
せるため、空き店舗等
活用補助制度の運用、
また市内商工団体が実
施する中心市街地等活
性化事業への補助金
交付等により支援を行
います。

44
商工振興支援事
業

生産者、商工業者及び
消費者の交流を促進す
るとともに、産学官民連
携による新たなイベント
の実施や市のコラボ事
業と同日開催をしまし
た。開催２日間のうち、
２日目は悪天候のため
来場者は伸び悩みまし
たが、市の産業振興に
寄与することができまし
た。

現行どおり

中心市街地活性化の
ため、空き店舗を活用
する事業者に対し補助
金を交付するなど制度
を適切に運用しました。

現行どおり

産業振興課

各種商工団体等の活
動を支援することで、地
域の商工業が振興して
いる。

地域の総合的な経済
団体である商工会及び
その他の団体の円滑な
活動を支援するととも
に、活動への助言、意
見交換等を行う。

45
中心市街地等活
性化事業

産業振興課
中心市街地を活性化す
ることにより、地域経済
を活性化されている。

中心市街地の活性化
に向け、空き店舗等活
用事業補助金等を交付
する。

各団体の活動が効果
的かつ適切に行われる
ことで、地域経済の活
性化に寄与することが
できました。

現行どおり

43
産業まつり実施事
業

産業振興課

市内の農産物、商工業
製品等の展示及び即
売等を通じて産業の発
展状況を広く市民へ紹
介することにより、生産
者・商工業者と消費者
との相互理解が深めら
れている。

農林業団体、商工業団
体、消費者団体等で構
成される四街道市産業
まつり実行委員会とと
もに、産業まつりを開催
する。

産業まつり実行委員会
において、事業の効率
性の観点から、経費の
削減に取り組みます。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
雇用機会の創出と税収を増加させるため、市内企業の事
業拡大への支援や市外企業の市内立地を実現する必要
があります。

有効性 Ａ

市内企業への個別訪問により、企業の現状と課題を把握
し、その課題解決に向けた方向性を定め、支援策を検討、
実施することから、市内企業の事業拡大等に向けた適切
な支援を行っています。

効率性 Ａ
市内企業の経営上の課題に対応した支援策を適切に講じ
ることで、市内企業の安定経営や事業拡大に寄与してい
ます。

妥当性 Ａ
市民の生活基盤を支える労働問題は根幹的なものであ
り、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
外部機関との連携によるセミナー開催や情報提供を実施
することで、すぐに雇用に結びつくものではありませんが、
継続的に事業を展開し、雇用の機会を促進しています。

効率性 Ａ
国、県及び庁内各課と連携することで、雇用・労働等に関
する情報発信を効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
将来的な税減収が見込まれるため、市の魅力を創出し、
市内外に向けて情報発信を行うことで、交流人口の増加
を促進する必要があります。

有効性 Ａ
観光まちづくりを実践することで、来訪者を市内各所へ集
散往来させることにより、地域活力の向上につながってい
ます。

効率性 Ａ
地域主体で事業が推進できるよう、その母体となる地域住
民等で構成される組織と連携し、地域資源を活用しながら
取り組んでいます。

観光支援事業 産業振興課

団体の活動等を通じ
て、観光のＰＲが円滑
に展開できるよう支援
することにより、四街道
市の観光が周知されて
いる。

観光事業の振興のた
め、市内の観光資源に
ついて環境対策を実施
する。また、ちば観光プ
ロモーション協議会を
通じて四街道市及び四
街道市の地元産業のＰ
Ｒを行うとともに、着地
型旅行商品の研究・開
発を行う。

就労支援に係る女性に
関するセミナーを３市連
携の一環として開催し
ました。３市連携以外で
も他市・外部機関と共
催で中高年向けセミ
ナーや大学生向けイン
ターンシップを開催しま
した。

現行どおり47 労働行政事業 産業振興課

労働に関する情報、求
人情報などを提供する
ことで、市民の就業に
向けた活動ができてい
る。

千葉県やハローワー
ク、ジョブカフェ千葉等
と連携し、就労支援の
ためのセミナーの開催
や労働関係の情報及
び雇用情報の提供を行
う。

企業交流会や会社へ
の個別訪問等による情
報収集及び誘致活動を
行いました。また、企業
立地促進事業補助制
度の運用を行いまし
た。
産業用地候補地の選
定に向けた調査を行い
ました。

現行どおり

「企業立地促進基本方
針」に基づき、企業交流
会や会社への個別訪
問等による情報収集及
び誘致活動を行いま
す。また、企業立地促
進事業補助制度の運
用を行います。産業用
地適地調査により企業
が立地する候補地を選
定します。

国・県の雇用、労働等
に関する情報の提供を
行います。３市連携事
業、他市・外部機関との
連携を継続し、また、庁
内各課とも連携をしな
がら、就労支援のため
のセミナーや説明会を
開催します。

46 企業誘致事業 産業振興課

既存企業の育成と併せ
て、企業立地動向を把
握することにより、立地
希望企業へ良好な立
地環境が提供できる環
境が整備されている。

既存企業の育成と併せ
て既存企業の状況及び
企業立地動向を把握す
るとともに、他市町村の
環境整備の情報を把握
し、調査研究を行う。

和良比はだか祭り、福
星寺しだれ桜、鹿放ケ
丘地区も含め、市の観
光資源のＰＲを行うこと
で、市の知名度向上に
つなげていきます。

千葉市・市原市との３
市連携事業として行っ
ている観光ガイドブック
へプラン掲載等を行う
とともに、再開した和良
比はだか祭りをメディア
でPRしたことで市の魅
力、知名度向上につな
がりました。

現行どおり48
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
良好な農業環境の維持のため、地域農業者が多い地区
に対して補助金等を受けやすくさせるなど、農業への支援
は必須です。

有効性 Ａ
事業実施に伴い、地区での農業支援の選択肢が広がりま
す。

効率性 Ａ
国や県などの支援を優先的に受けることや、補助の条件
を満たすこと等は、農業者にとって欠かせないものとなっ
ています。

妥当性 Ａ
本事業は、四街道市へのふるさと寄附を推進するもので
あることから、「選ばれるまち」を目指し、市が主体となって
積極的に取り組む必要があります。

有効性 Ａ

本事業においては、市の特産品や体験チケット等を返礼
品として採用することで、市内産業の活性化や市の魅力
発信に資するとともに、寄附件数の大幅な増加につなが
るものです。

効率性 Ａ
本事業の制度設計に当たっては、ふるさと納税制度の趣
旨を踏まえ、収入（寄附額）と支出（返礼品、その他事務的
経費等）における収支バランスを十分に考慮しています。

妥当性 Ａ
新型コロナウイルス感染症拡大に係る支援策として、地方
創生臨時交付金を活用した支援事業です。

有効性 Ａ

新しい生活様式が求められる中で、キャッシュレス決済の
普及促進は重要課題であり、市内の全店舗を対象に実施
したことで、有効にキャッシュレス決済の普及促進及び地
域経済の活性化に繋がっています。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切に支援を行いまし
た。

市の魅力ある特産品等
をＰＲすることにより、
市の認知度向上に寄
与することができまし
た。

現行どおり

市内産業の活性化のた
め、制度の趣旨を踏ま
えつつ、返礼品の品目
や内容について更なる
充実を目指します。ま
た、返礼品を通じて、市
の魅力発信に資するよ
う取組を進めます。

50
ふるさと応援推進
事業

産業振興課
(政策推進課)

ふるさと寄附を通じて
本市の知名度を向上さ
せながら、「四街道市を
応援したい」という寄附
者の想いをまちづくりに
役立てる。

市内産業の活性化や
本市の魅力発信に資
する取組として、市へ
のふるさと寄附を推進
する。

51
キャッシュレス決
済普及促進事業
（新規事業）

49 地域計画事業 産業振興課

人・農地プランを実質
化させることにより、
国・県の補助等が優先
的に受けられるなど農
業者に有利に働く。

各地区での説明会、ア
ンケート（作成・実施・
集計）、実質化計画、
人・農地プラン検討会
の開催などを行う。

産業振興課

キャッシュレス決済の
推進を行うことで、新し
い生活様式の推進につ
ながっている。

新型コロナウイルス感
染症拡大による経済的
な影響を受けている市
内店舗等に対し、地域
経済を活性化させるた
め、キャッシュレス決済
（ＰａｙＰａｙ決済）した場
合に第１回は、最大６
千ポイント、第２回は、
最大８千ポイントを還元
するキャンペーンを開
催する。また、「新しい
生活様式」であるキャッ
シュレス決済の普及促
進を行う。

ＰａｙＰａｙ加盟店の市内
の全店舗を対象に、
キャンペーンを実施し
たことで、キャッシュレ
ス決済の普及促進をす
ることができました。ま
た、市民の消費活動を
促し、地域経済活性化
に寄与することができ
ました。

完了

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した､
令和５年度単年度事業
です。

各地域の団体、農業者
等と地域計画の策定に
ついて話し合うことがで
きました。

現行どおり

令和５年度より「人・農
地プラン」が「地域計
画」へと変更されたこと
から、昨年未実施の市
内５地区について、アン
ケート調査や話合い等
により、地域計画の策
定を進めていきます。
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令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業） 地域共創部   

具体的な内容

番号 事務事業名
事業成果 事業の評価

事業の
方向性

事業の展開方針

令和５年度 令和６年度

担当部署 目的 事業概要

妥当性 Ａ
物価高騰に係る支援策として、地方創生臨時交付金を活
用した支援事業です。

有効性 Ａ
物価高騰の影響を受けた事業者への下支えとして有効な
支援です。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切な支援を行いまし
た。

妥当性 Ａ
物価高騰に係る支援策として、地方創生臨時交付金を活
用した支援事業です。

有効性 Ａ
物価高騰の影響を受けた事業者への下支えとして有効な
支援です。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切な支援を行いまし
た。

53

物価高騰対策農
業者経営継続支
援事業
（新規事業）

産業振興課

新型コロナウイルス感
染症の影響を受けてい
る市内農業経営体に対
し支援を行うことで、農
業経営の下支えとなっ
ている。

物価高騰により、市内
農業者の農業経営に
影響が出ていることか
ら、市内の農業経営体
に対し、農業経営継続
に必要な資金を支援金
として支給する。

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した､
令和５年度単年度事業
です。

積極的に広報を行い、
申請後速やかに応援
金を支給することで、市
内事業者の事業活動を
支援しました。

完了52
物価高騰対策事
業者支援事業
（新規事業）

積極的に広報を行い、
申請後速やかに支援
金を支給することで、市
内農業経営体の農業
経営を支援しました。

完了

産業振興課

新型コロナウイルス感
染症の影響を受けてい
る市内事業者に対し支
援を行うことで、地域経
済の下支えとなってい
る。

物価高騰の影響を受け
た事業者に対し、事業
活動を安定化させるた
めの支援として、原油・
原材料高騰の影響を受
けた市内に主たる事業
所を有する法人又は個
人事業主に対して、５
万円を支給する。

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した､
令和５年度単年度事業
です。
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